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法律改正に係るチーム医療推進会議の
検討結果について



チーム医療の推進に係るこれまでの議論

【「医療提供体制の改革に関する意見」（平成２３年１２月２２日 社会保障審議会医療部会）】（抜粋）

６．医療従事者間の役割分担とチーム医療の推進
（１）チーム医療の推進

○ 少子化が進む中、限られたマンパワーで効率的かつ安全で質の高い医療を提供するために、各医療
職種の役割分担を見直し、チーム医療を推進していくべきである。

○ チーム医療の推進にあたっては、各医療関係職種が担う役割の重要性を認識し、適切な評価をする
べきである。

○ チーム医療の推進のためには、各医療職種間の情報の共有を進めていくことが必要であり、医療情
報のＩＣＴ化等が有用である。

（２）看護師、診療放射線技師等の業務範囲
○ 高齢社会が進む中、介護の分野においても高度の医療を必要とする患者が増えてきており、安全性

の確保とサービスの質の向上のために、現在看護師が実施している高度かつ専門的な知識・判断が
必要とされる行為について、教育・研修を付加する必要がある。

○ 現場で患者に寄り添っている看護師が、患者に安全かつ迅速にサービスを提供するために、また、
その能力を十分に発揮するためにも、公的に認証することを含め一定以上の能力を認証する仕組み
は重要であり、この認証の仕組みの在り方については、医療現場の実態を踏まえたものとする必要
がある。併せて、基礎教育内容を見直す等により、看護師全体について、質・量の両側面からレベ
ルアップを図ることが必要である。こうした取組みが患者の安全・安心につながることとなる。

○ 診療放射線技師については、教育等により安全性を担保した上で、検査関連行為と核医学検査を
その業務範囲に追加することが必要である。

○ 薬剤師等他の医療関係職種の業務範囲についても議論を進めるべきである。
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【「社会保障制度改革国民会議 報告書」（平成２５年８月６日）】 （抜粋）

第２部 社会保障４分野の改革
Ⅱ 医療・介護分野の改革
２ 医療・介護サービスの提供体制改革
（６）医療の在り方

医療の在り方そのものも変化を求められている。
高齢化等に伴い、特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を抱える患者が増加する中、これらの患者

にとっては、複数の従来の領域別専門医による診療よりも総合的な診療能力を有する医師（総合診療
医）による診療の方が適切な場合が多い。これらの医師が幅広い領域の疾病と傷害等について、適切
な初期対応と必要に応じた継続医療を提供することで、地域によって異なる医療ニーズに的確に対応
できると考えられ、さらに、他の領域別専門医や他職種と連携することで、全体として多様な医療
サービスを包括的かつ柔軟に提供することができる。

このように「総合診療医」は地域医療の核となり得る存在であり、その専門性を評価する取組
（「総合診療専門医」）を支援するとともに、その養成と国民への周知を図ることが重要である。

もちろん、そのような医師の養成と並行して、自らの健康状態をよく把握した身近な医師に日頃か
ら相談・受診しやすい体制を構築していく必要がある。これに併せて、医療職種の職務の見直しを行
うとともに、チーム医療の確立を図ることが重要である。医療従事者の確保と有効活用の観点から
は、さらに、激務が指摘される医療機関の勤務環境を改善する支援体制を構築する等、医療従事者の
定着・離職防止を図ることが必要である。特に、看護職員については、養成拡大や潜在看護職員の活
用を図るために、看護大学の定員拡大及び大卒社会人経験者等を対象とした新たな養成制度の創設、
看護師資格保持者の登録義務化等を推進していく必要がある。

なお、医療職種の職務の見直しは医師不足問題にも資するものがある。医師不足と言われる一方
で、この問題は必ずしも医師数の問題だけではなく、医師でなければ担えない業務以外の仕事も医師
が担っているために医師不足が深刻化している側面がある。その観点から、医師の業務と看護業務の
見直しは、早急に行うべきである。
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【「社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」（平成２５年８月

２１日 閣議決定）】 （抜粋）

２．医療制度
高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、国民皆保険制度を維持

することを旨として以下のとおり、必要な改革を行う。

（３）医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図り、効率的で質の高い医療提供体制を構築す
るとともに、今後の高齢化の進展に対応し、地域包括ケアシステム（医療、介護、住まい、予防、生
活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される体制）を構築することを通じ、地域で必要な医療
を確保するため、次に掲げる事項その他診療報酬に係る適切な対応の在り方等について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
①・② （略）
③ 医療職種の業務範囲及び業務の実施体制の見直し

（５）次期医療計画の策定時期が平成30年度であることを踏まえ、（３）に掲げる必要な措置を平成29
年度までを目途に順次講ずる。その一環としてこのために必要な法律案を平成26年通常国会に提出す
ることを目指す。
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チーム医療推進会議

○チーム医療を推進するための方策について
○チーム医療を推進するための看護師業務の在り方について

チーム医療推進方策検討ＷＧ

○ 各医療関係職種の業務範囲・役割に係る見直しの検討

○ チーム医療の普及・推進のための方策（チーム医療実証事業）

チーム医療推進のための看護業務検討ＷＧ

「特定行為に係る看護師の研修制度（案）」に係る以下の内容
について検討。

○ 診療の補助における特定行為の範囲

○ 指定研修の内容

○ 指定研修機関に係る指定基準

１．チーム医療推進のための検討体制

チーム医療の推進に係る厚生労働省における検討状況について

○ 「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」（平成22年4月30日医政局長通知発出）

（医師以外の医療スタッフが実施することができる業務を整理）

○ 「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」のとりまとめ（平成23年6月）

○ チーム医療実証事業、チーム医療推進事業、多職種協働によるチーム医療の推進事業の実施（平成23年度～25年度）

など

２．これまでの取組み
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○ 診療の補助のうち、実践的な理解力、思考力及び判断力を要し、かつ高度な専門知識及び技能をもって
行う必要のある行為（以下「特定行為」という。）を明確化するとともに、医師又は歯科医師の指示の下、プ
ロトコールに基づき、特定行為を実施する看護師に係る研修制度を創設する。

１．特定行為に係る看護師の研修制度の創設

２．診療放射線技師の業務範囲の見直し

○ 診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる造影剤の血管内投与等の行為について、診療の補助
として医師の指示を受けて行うものとして、業務範囲に追加する。

チーム医療推進会議における検討結果

３．臨床検査技師の業務範囲の見直し

４．歯科衛生士の業務実施体制の見直し

○ インフルエンザの検査の際の鼻腔拭い液による検体採取等については、検査と一貫して行うことにより、
高い精度と迅速な処理が期待されることから、診療の補助として医師の具体的指示を受けて行うものとして、
業務範囲に追加する。

○ フッ化物塗布や歯石除去等の予防処置について、歯科衛生士が歯科医師の「直接の」指導（立会い）の
下に実施することとされているが、歯科医師の指導の下、歯科医師との緊密な連携を図った上で歯科衛生
士がこれらの行為を行うことを認める。

５．患家（居宅）における薬剤師の調剤業務等の見直し（参考）

○ 薬剤師が患家（居宅）において実施可能な調剤業務として、処方した医師又は歯科医師への疑義照会を
行った上で、調剤量の変更を行うことを追加する等の見直しを行う。



○ 医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、実践的な理解力、思考力及び判断力を要し、かつ高度な専門知識
及び技能をもって行う必要のある行為（以下「特定行為」という。）について、保健師助産師看護師法において明確化
する。
なお、特定行為の具体的な内容については、省令等で定める。

※ 特定行為の規定方法は限定列挙方式とする。また、その追加・改廃については、医師、歯科医師、看護師等の専門家が参画する常設の
審議の場を設置し、そこで検討した上で決定する。

○ 医師又は歯科医師の指示の下、看護師が特定行為を実施する場合に、以下のような研修を受けることを制度化する。
・医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール（プロトコールの対象となる患者及び病態の範囲、特定行為を実施する
に際しての確認事項及び行為の内容、医師への連絡体制など厚生労働省令で定める事項が定められているもの）に基
づき、特定行為を行おうとする看護師は、厚生労働大臣が指定する研修機関において、厚生労働省令で定める基準に
適合する研修（以下「指定研修」という。）の受講を義務づける。

・指定研修の受講が義務づけられない、特定行為を行う看護師については、医療安全の観点から、保健師助産師看護師
法上の資質の向上に係る努力義務として、特定行為の実施に係る研修を受けることを追加する。

※ 既存の看護師であっても、プロトコールに基づき特定行為を行おうとする場合は指定研修を受けなければならなくなることから、
制度施行後、一定期間内に研修を受けなければならないこととするといった経過措置を設ける。

※ 特定行為が追加された場合であって、かつ、当該内容が研修の教育内容も変更する必要がある場合にあっては、当該内容に係る追
加の研修義務が生じる。

○ 厚生労働大臣は、研修機関の指定を行う場合には、審議会の意見を聴かなければならない。

※ 審議会は、医師、歯科医師、看護師等の専門家により組織する。

○ 特定行為に応じた研修の枠組み（教育内容、単位等）については、指定研修機関の指定基準として省令等で定める。

※ 指定基準の内容は、審議会で検討した上で決定する。

○ 厚生労働大臣は、指定研修を修了した看護師からの申請により、当該研修を修了した旨を看護師籍に登録するととも
に、登録証を交付する。

※ 指定研修機関における研修を修了したことの看護師籍への登録は、あくまで研修を修了したことを確認するためのものであって、国家
資格を新たに創設するものではない。
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特定行為に係る看護師の研修制度について 

平成25年３月29日

チーム医療推進会議

 本推進会議においては、「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書

（平成22年3月）を受け、平成22年5月から、チーム医療の一環として、

看護師が医師又は歯科医師の包括的な指示の下、診療の補助を行う場合の

仕組みのあり方について19回にわたり議論を重ねてきた。また、その仕

組みの前提となる、診療の補助における特定行為の内容、研修のあり方等

については、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループに

おいて31回にわたり議論を重ねてきた。 

この間、平成23年12月には、 

・ 看護師が現在行っている高度な知識・判断が必要とされる行為の中に

は、診療の補助に含まれるか否かが明確でないものが存在すること 

・ これらの行為を実施するに当たっては、医療安全の観点から、教育を

付加することが必要であること 

について、本推進会議として意見が一致したところである。 

 その後、本制度案の具体的内容について検討する過程において、「チー

ム医療の推進に関する検討会」の報告書の内容やこれまでの本推進会議に

おける意見を踏まえ、本制度を創設するに当たっての基本的考え方につい

ても整理しつつ議論を重ねた。 

 その過程においては、個々の行為について絶対的医行為か診療の補助の

範囲かについて各委員の間でも意見の相違があることが明らかとなった。

本推進会議の委員の大勢は、そのような意見の相違を踏まえ、本制度の確

立が、チーム医療の推進を図り、医療安全の確保にも資するという考え方

の下、別添の「特定行為に係る看護師の研修制度（案）」について、概ね

妥当との意見であった。 

 日本医師会代表の委員からは、チーム医療の推進、医療安全の確保の観

点から、多くの問題点があるとして、現行の案には反対との意見があった。

また、日本看護系大学協議会代表の委員からは、特定行為の内容、研修

制度のあり方について十分に審議の上、制度化を判断すべきとの意見があ

った。 

 厚生労働省においては、本報告書を踏まえ、特定行為に係る看護師の研

修制度の実現に向けて、課題の更なる検討、調整を進められたい。 

 また、本制度の施行までの間における具体的内容の検討に当たっては、

研修を修了した看護師に対する医療現場のニーズも踏まえながら、特定行

為の内容及びその領域、それに応じた研修の枠組み、実施方法等が審議会

において十分に審議されるべきである。 

特定行為に係る看護師の研修制度（案） 

 

○ 医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助のうち、実践的な理解力、思

考力及び判断力を要し、かつ高度な専門知識及び技能をもって行う必要の

ある行為（以下「特定行為」という。）について、保助看法において明確

化する。 

  なお、特定行為の具体的な内容については、省令等で定める。 
※ 特定行為の規定方法は限定列挙方式とする。また、その追加・改廃については、医師、 

 歯科医師、看護師等の専門家が参画する常設の審議の場を設置し、そこで検討した上で決 

 定する。 

 

○ 医師又は歯科医師の指示の下、看護師が特定行為を実施する場合に、以

下のような研修を受けることを制度化する。 

・ 医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール（プロトコールの対象とな

る患者及び病態の範囲、特定行為を実施するに際しての確認事項及び行

為の内容、医師への連絡体制など厚生労働省令で定める事項が定められ

ているもの）に基づき、特定行為を行おうとする看護師は、厚生労働大

臣が指定する研修機関において、厚生労働省令で定める基準に適合する

研修（以下「指定研修」という。）の受講を義務づける。 

・ 指定研修の受講が義務づけられない、特定行為を行う看護師については、

医療安全の観点から、保助看法上の資質の向上に係る努力義務として、

特定行為の実施に係る研修を受けることを追加する。 
 

※ 既存の看護師であっても、プロトコールに基づき特定行為を行おうとする場合は指定 

研修を受けなければならなくなることから、制度施行後、一定期間内に研修を受けなけ 

ればならないこととするといった経過措置を設ける。 

※ 特定行為が追加された場合であって、かつ、当該内容が研修の教育内容も変更する必 

 要がある場合にあっては、当該内容に係る追加の研修義務が生じる。 

 

○ 厚生労働大臣は、研修機関の指定を行う場合には、審議会の意見を聴か

なければならない。 
※ 審議会は、医師、歯科医師、看護師等の専門家により組織する。 

 

○ 特定行為に応じた研修の枠組み（教育内容、単位等）については、指定

研修機関の指定基準として省令等で定める。 
※ 指定基準の内容は、審議会で検討した上で決定する。 

 

○ 厚生労働大臣は、指定研修を修了した看護師からの申請により、当該研

修を修了した旨を看護師籍に登録するとともに、登録証を交付する。 
※ 指定研修機関における研修を修了したことの看護師籍への登録は、あくまで研修を修了したこ

とを確認するためのものであって、国家資格を新たに創設するものではない。 

別 添 
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特定行為に係る看護師の研修制度の創設に当たって 

 

 

診療の補助のうち特定行為に係る研修制度の創設に当たっては、以下の考

え方を基本として、その制度化が行われるべきである。 

 

1．医師又は歯科医師の指示の下で、診療の補助のうち特定行為を行う看護師

について研修制度を構築することは、チーム医療の推進を図り、医療安全

の確保にも資するものであり、国民のニーズに適った医療提供体制を構築

することにつながるものである。 

 

2．本制度は、医師又は歯科医師の指示を受けずに医行為又は歯科医行為を行

う看護師の創設に結びつけるものではない。 

 

3．本制度の指定研修を修了した看護師が、他の看護師や他の医療関係職種に

対して診療の補助に関する指示を行うことは不適切であり、指示を行うの

はあくまで医師又は歯科医師である。 

 

4．本制度を導入した場合でも以下の点に変わりはない。 

・ 看護師が絶対的医行為又は絶対的歯科医行為を行うことは違法であり、

看護師が医師又は歯科医師の指示なく診療の補助（応急の手当等を除く）

を行うことは違法である。 

・ 看護師は、医師又は歯科医師の指示の下であれば、診療の補助の範囲内

において医行為又は歯科医行為を行うことは可能である。 

・ 患者の病態や看護師の能力を勘案し、 

   ①医師又は歯科医師が直接対応するか 

   ②どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるか 

  の判断は医師又は歯科医師が行う。 

 

5．看護師は、本制度の導入にかかわらず、療養上の世話及び診療の補助につ

いて、その専門性の向上や資質の向上に努めるものである。 

 

別紙１  

 

特定行為に係る看護師の研修制度（案）に対する日本医師会の意見 

 

 

１．日進月歩の医療現場にあって、特定行為を法令で定めることは現実的で

はなく、チーム医療を阻害するおそれがある。 

 

２．医師の指示の内容は、患者の病態、診療の補助の内容、看護師の業務経

験等によって判断されるものであり、医療現場において医師の指示を「包

括的指示」と「具体的指示」に明確に区別することは困難である。 

 

３．技術的あるいは判断の難易度が高い行為については、医師の具体的な指

示を受けて行うことが医療安全上望ましいものであり、研修を受けて実施

することは今まで通り当然のことである。 

 

４．看護業務検討ワーキンググループにおいて取りまとめられた「診療の補

助における特定行為（案）」の中には、特定行為に限らず一般の診療の補

助行為にもリスクの高い行為が含まれており、医療安全の観点から、これ

らも医師の具体的な指示を受けて行うべきである。 

 

５．それぞれの現場が必要とする領域や行為によって様々な内容の研修が想

定されるものであり、その修了を看護師籍に登録すべき必要性はなく、研

修施設が修了証を発行することで足りる。 

 

６．チーム医療の原点は、国家資格で認められた各職種の業務の質の向上に

尽きる。医師のメディカルコントロールの下に、医療安全を確保すること

が重要である。 

別紙２ 



診療放射線技師が実施する検査等に伴い必要となる以下の行為を、診療の補助として業務範囲に追加。

○関係法令・通知等を改正し、検査等関連行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容を現行の教育内容に配慮しつつ追加

○既に診療放射線技師の資格を取得している者について、医療現場において検査等関連行為を実施する際には、医療機関や職能
団体等が実施する教育・研修を受けるよう促すことで教育内容を担保。

○ 医療現場において抜針等の現行の診療放射線技師の業務範囲には含まれていない行為が、安全性を保った上で、相当程度
実施されている。

○ 医療の高度化・複雑化に対応し、多様な医療スタッフが互いに連携・補完し合い、それぞれの専門性を最大限に発揮する
「チーム医療」を推進するために、診療放射線技師の業務範囲を拡大する必要がある。

診療放射線技師の業務範囲の見直しについて

２．改正の内容

３．教育内容等の見直し

１．検討の背景

① 造影剤の血管内投与に関する業務
（ⅰ） ＣＴ検査、ＭＲＩ検査等において医師又は看護師により確保された静脈路に造影剤を接続すること及び

造影剤自動注入器を用いた造影剤投与を行うこと。
（ⅱ） 造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと。

② 下部消化管検査に関する業務
（ⅰ） 下部消化管検査に際して、カテーテル挿入部（肛門）を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
（ⅱ） 肛門より挿入したカテーテルより、造影剤及び空気の注入を行うこと。

③ 画像誘導放射線治療（image-guided radiotherapy : IGRT）に関する業務（追加）
（ⅰ） 画像誘導放射線治療に際して、カテーテル挿入部（肛門）を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
（ⅱ） 肛門より挿入したカテーテルより、空気の吸引を行うこと。

※ 上記のほか、画像による診断のための装置を用いた検査として、ＲＩ検査を追加する。
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このほか、診療放射線技師がＸ線検診車でＸ線撮影を行う際に、医師又は歯科医師の立ち会いを不要とすることについて、検診
車におけるＸ線照射のリスクについて検証した後に検討する。



臨床検査技師の業務範囲の見直しについて

○ 臨床検査技師は、医師の具体的指示を受けて採血行為を行うことが認められている。

○ これは、血液を検体とする検査において特に高い精度と迅速な処理が要求されるため臨床検査技師が採血及び検査を

一貫して行う必要がある場合に備えたものである。

なお、採血行為それ自体は臨床検査技師の本来業務ではない。

１．現行制度

臨床検査技師が行う検査について、その精度を高くするとともに、迅速な処理を行う観点から、当該検査と一貫し

て行う必要がある場合が想定され、一定程度、ルーティン化しうる行為があるのではないか。

以下の行為については、それぞれ検査と一貫して行うことにより、高い精度と迅速な処理が期待されることから
診療の補助として医師の具体的指示を受けて行うものとして、臨床検査技師の業務範囲に追加する。

○関係法令・通知等を改正し、追加された行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容を、現行の教育内容に配慮し
つつ追加。

○既に臨床検査技師の資格を取得している者について、医療現場において追加された行為を実施する際には、追加研修を
受講することを義務化。

３．教育内容等の見直し

➀微生物学的検査等（インフルエンザ等）における検体採取

（鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取）
②微生物学的検査等（細菌・真菌検査等）における検体採取

（表在組織から膿、表皮・粘膜表面などの直接採取）
（手足指から表皮の直接採取、頭部ブラシ法（白癬菌等の検出））

③微生物学的検査等（糞便検査）における検体採取
（スワブを用い肛門部から便の直接採取）

➀微生物学的検査等（インフルエンザ等）における検体採取

（鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取）
②微生物学的検査等（細菌・真菌検査等）における検体採取

（表在組織から膿、表皮・粘膜表面などの直接採取）
（手足指から表皮の直接採取、頭部ブラシ法（白癬菌等の検出））

③微生物学的検査等（糞便検査）における検体採取
（スワブを用い肛門部から便の直接採取）

２．見直しの方向性
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（１）現状と課題

○ 歯科衛生士の修業年限は、法制定当時は１年であったが、昭和58年に２年へ、平成16年には３年へと延長されており、
平成24年度からは、全ての卒業生が３年生課程の履修者となり、歯科衛生士の資質向上が図られていると言える。

○ 保健所や市町村保健センター等が、難病患者・障害者を対象とした歯科に関する事業や乳幼児健診等において予防
処置としてフッ化物塗布や歯石除去を行う場合に、歯科医師の立会いが必要となるが、地域によっては歯科医師の確保
が困難で、直接の指導ができないため事業の実施に支障が生じている例もある。

（２）見直しの方向性
歯科衛生士が歯科医師の「直接の」指導の下に実施しているフッ化物塗布や歯石除去等の予防処置について、歯科

医師の指導の下、緊密な連携を図った上で実施することを認める。

歯科衛生士の業務実施体制の見直しについて

１．歯科衛生士が予防処置を実施する場合の歯科医師の関与の程度の見直し

（１）現状と課題

○ 現在は、女子が大半を占めるが、近年、男子の歯科衛生士が増加しており、現場において男子の歯科衛生士を希望
するケースも一定程度あると考えられる。

○女子に限定しないことを明確に示すことは、男女共同参画の観点からも望ましい。

（２）見直しの方向性

法第２条第１項の規定中の「女子」を「者」に改め、男子については、附則により同法の規定が準用されている現状を改
める。

２．法の条文中の「女子」の文言の改正
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患家（居宅）における薬剤師の調剤業務等の見直しについて（案）

＜１．患家（居宅）における調剤業務＞

○ 薬剤師法第２２条において、薬剤師が調剤を行うことができる場所は原則として薬局に限ると規定されている。例外として、処方せんの確認
業務、処方した医師又は歯科医師への疑義照会については、患家（居宅）において行うことが認められているが、調剤そのものは行うことがで
きない。

＜２．患家（居宅）における服薬指導の一環としての薬剤の使用方法に係る実技指導＞

○ 服薬指導の一環として、外用薬の使用方法や点滴セットの交換方法などについて、患者や家族などに対し、口頭による説明は行われている
ものの、実技指導までは行われていない。

現行制度

高齢化の進展により、在宅医療の大幅な充実が必要となっているが、現行制度では、薬剤師が在宅医療の現場において十
分な役割を果たすことができていない。

見直しの方向性（案）

【１．患家（居宅）における調剤業務の見直し】
➀ 患家（居宅）において実施可能な調剤業務として、調剤した薬剤の授与を行う際に残薬があることが確認された場合、

薬剤師が処方した医師又は歯科医師への疑義照会を行った上で、調剤量の変更を行うことを追加する。
② 夜間などに患者の容態が悪化し、医師が緊急往診を行い、急ぎ薬剤が必要なため、処方せんを交付したものの、

ファックス等がなく、事前に処方内容を提示できないといった場合など、緊急時において患家において調剤を行わざる
をえない状況下において薬剤師が行う調剤については、薬剤師法上の取扱いとして許容される旨を明らかにする。

【２．薬剤の使用方法に係る実技指導】
➀ 診療の補助に該当しない行為（外用薬の貼付方法など）については、その範囲を明らかにした上で、薬剤師が服薬

指導の一環として行うことができることを明確化する。
② 薬剤師が診療の補助に該当する実技指導を行うことができるようにするには、法律改正が必要となるため、次期薬

剤師法改正に向けて、対応の是非も含めて検討する。その際、大学における教育の実施状況を踏まえ、必要となる研
修・教育の内容についても併せて検討する。
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その他の資格関連に係る見直しについて



外国医師等の臨床修練制度の見直しに係るこれまでの議論

【「医療提供体制の改革に関する意見」（平成２３年１２月２２日 社会保障審議会医療部会）】（抜粋）

８．その他
（２）外国医師等の臨床修練制度の見直し

○ 医療の分野において、アジアの国々をリードし、貢献していくためにも、臨床修練制度において、
厳格な審査を前提として、手続き面の簡素化を図るべきである。

○ 臨床修練に加え、教授・研究の中で外国の医師等が診療を行うことを認めるべきである。その際、
医師不足対策や医療機関の宣伝という間違った趣旨での利用を制限するため、臨床修練よりも厳格
な基準を設け、適切な運用を担保するための仕組みを設けるべきである。

○ 今回の見直しは、外国の医師免許等を日本の医師免許等として認めるものではなく、あくまで一定
の目的の場合に医師法等の特例を認めるものである点に十分留意すべきである。

【「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」（平成２５年６月１４日 閣議決定）】 （抜粋）

５．立地競争力の更なる強化
①「国家戦略特区」の実現
○「国家戦略特区ワーキンググループ」での検討等

・ そのような視点で、現在、国家戦略特区ワーキンググループで検討している、優先的に取り組む
べき規制・制度改革項目等を例示すれば、以下のとおりである。
②外国医師による外国人向け医療の充実
外国医師の医療行為として研修目的のみを認めている「臨床修練制度」について、教授・臨床研

究目的の追加や期間の延長を認めることなどの見直しを全国的に行うための法案について、医療法
等改正法案の一部として今年度中に提出する。
また、併せて、質の担保を確保しつつ、特区における外国人向け医療の充実を図ることを検討する。
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１．見直しの具体的な内容

（１）年限の弾力化

○ 現行は、許可の有効期間は最長2年間とされているため、例えば、日本の医学部の大学院（一般に4年課
程）に留学したとしても、十分な臨床教育を受けられない可能性がある。

○ このため、医療分野の国際交流の進展等により一層寄与する観点から、正当な理由（医学部の大学院に在学
中 等）があると認められる範囲（最長２年間）で、許可の有効期間の更新を認めることとする。

※ 歯科医師については、医師と同様の見直しを行うこととする。また、看護師等については、正当な理由があると認められる場合に限
り、現行の許可の有効期間（１年間）を最長１年間更新することができることとする。
※ 後掲の教授・臨床研究の場合も同様の取扱いとする。

（２）手続・要件の簡素化

○ 臨床修練制度は制度施行（昭和６２年）から２０年以上が経過し、この間、受入病院において、外国の医師
等の受入れに関するノウハウの蓄積、外国の医師等の能力等を主体的に確認する仕組みの整備等が進められて
いるが、一方、当事者からは「手続が煩雑」「要件が厳し過ぎる」等の指摘もなされている。

○ このため、制度運用の実態に沿って、受入病院の責任において、①外国の医師等の能力水準、②適切な指導
体制、③医療事故等が発生した際の賠償能力を確保する仕組みに改めるとともに、厚生労働大臣が関与する手
続・要件を簡素化する見直しを行うこととする。

【見直しの具体的内容】
◆ 厚労大臣による指導医認定制度を廃止（外国の医師等の語学能力に適した指導医を受入病院が選任）
◆ 受入病院と緊密な連携体制が確保されている病院・診療所における臨床修練の実施を許容
◆ 不適切な事例が発覚した場合の対応（立入検査権限）を整備

○ また、入国後速やかに臨床修練を開始できるようにするため、入国前でも臨床修練の許可を受けることがで
きるよう整備することとする。

外国医師等の臨床修練制度の見直しについて
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（３）教授・臨床研究における診療の容認

○ 現行は、医療研修を目的として来日した外国の医師等に限って診療を行うことが認められているが、今後、
医療分野における国際交流が進む中で、例えば、高度な医療技術を有する外国の医師等が、その技術を日本の
医師等に対して教授するために来日するケースや、海外のトップクラスの研究者が、日本の研究者と共同して
国際水準の臨床研究を実施するために来日するケースも想定される。

○ このため、教授・臨床研究を目的として来日する外国の医師及び歯科医師について、当該外国の医師及び歯
科医師や受入病院が一定の要件を満たす場合には、診療を行うことを容認することとする（なお、今回の見直
しは、外国の医師又は歯科医師免許を日本の医師又は歯科医師免許として認めるものではなく、あくまで一定
の目的の場合に医師法の特例を認めるものである）。
具体的な要件については、教授・臨床研究の安全かつ適切な実施を確保する観点から、以下のとおりとする
こととする。

教授・臨床研究 臨床修練

外国における
臨床経験

・ 教授・臨床研究に関連する診療科・診療分野に
おける10年以上の診療経験があること

・ 教授・臨床研究の実施に必要な診療・研究能力
を有するものと認められること

・３年以上の診療経験があること

受入病院の
基準

・ 大学病院、特定機能病院、国立高度専門医療
研究センター 等

・ 大学病院、臨床研修病院、その他の臨床研修病院
と同等の教育体制を有する病院

責任者の選任
・ 受入病院が実施責任者を選任
・ 実施責任者が計画書を作成。

・ 受入病院が指導医を選任
・ 指導医が実地に指導監督

説明責任 ・ 外国の医師の氏名等の院内掲示 ・ 外国の医師の氏名等の院内掲示

実施可能な
業務の範囲

・ 制限無し
（処方せんの交付を除く。）

・ 制限無し
（処方せんの交付を除く。）

実施可能な
場所

・ 受入病院
（緊密な連携体制を確保する病院を含む。）

・ 受入病院
（緊密な連携体制を確保する病院・診療所を含む。）
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歯科技工士法改正に関する資料
（歯科技工士国家試験の全国統一化）

歯科技工士国家試験を現在の歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が各々行うのではなく、国が

実施するよう改める。

【現状と課題】

○ 昭和57年の歯科技工士法の一部改正により、歯科技工士免許が都道府県知事免許から厚生大臣免許（現在は厚生労働大臣免
許）になったが、実技試験の実施の面から試験は当分の間、歯科技工士の養成施設の所在地の都道府県知事が行うこととされた。

○ 試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等の試験内容は「歯科技工士国家試験実施要綱」で厚生労働省が定めており、
試験形式等の詳細な事項に関しては、各都道府県知事が試験委員会を開催して試験問題を作成しているため、均てんな試験の実
施が望まれる。

○ 近年、インプラントやCAD/CAM等の精密な技術が必要とされる歯科技工物の需要が増加しているが、地域によってはこのような高
度な技術に係る試験問題を作成できる試験委員を確保し、出題することが困難な状況になっている。

改正の
方向性

【課題】

○ 歯科技工士国家試験の全国統一化に際しては、現行は各都道府県が行っている試験問題の作成、採点その他の試験の実施に関し
ての事務を、国が行う必要があるが、行政組織の拡大を図ることは、今般の行政改革の観点からは適当ではないと考えられる。

○ 歯科衛生士等については、試験の実施に関する事務、登録に関する事務等について、指定試験機関、指定登録機関において実施さ
れている。

厚生労働大臣が実施することされている歯科技工士国家試験を指定試験機関においても実施できるようにする。

また、歯科技工士の登録の実施等に関する事務を指定登録機関においても実施できるようにする。

改正の
方向性
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１．歯科技工士国家試験の全国統一化

２．試験実施体制等



参考資料



＜事業の目的＞

安全で質の高い医療を実現するため、各医療関係職種の専門性を高め、それぞれの役割を拡大し、各職種が互いに連携
して、医療を提供する「チーム医療」を推進。

＜事業の内容＞

「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」（平成23年6月チーム医療推進会議取りまとめ）を踏まえた
取組を全国に普及させることを目指し、実際の医療現場において、以下の安全性・効果等を実証。 ※６８施設において実施
① 医師・歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の業務の安全性、② 疾病の早期発見・回復促進、③ 重症化等の予防、
④ 医師等の業務の効率化、⑤ 医師等の業務負担の軽減

チーム医療の推進に係る取組について（予算事業）

１．チーム医療実証事業（平成２３年度予算額：３６４，７１０千円）
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＜事業の内容＞

「チーム医療実証事業」において効果的な取組を実施した医療機関等（３２施設）に委託して、質の高いチーム医療の実践
を地域の医療現場に普及・定着させるため、医師、看護師等地域の医療機関等職員を対象としたワークショップを開催
※参加者延べ7,492人

２．チーム医療普及推進事業（平成２４年度予算額：７７，４４０千円）

＜事業の内容＞

病院団体や医療従事者に係る職能団体（４団体）に委託し、職種間の相互理解やコミュニケーション能力を向上させること
により、多職種協働のチーム医療の取組を全国に普及させるために複数の医療関係職種が合同で行う研修事業。

３．多職種協働によるチーム医療の推進事業（平成２５年度予算額：４３，７４４千円）
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看護補助者 看護師

背景・課題

看護補助者活用推進事業 平成25年度予算案 医療提供体制推進事業費補助金227億円の内数

看護補助者の活用を推進、協働・連携を強化し、看護サービス提供体制の充実を図ることにより看護サービスの質を向上させ、医療サービス全体の向
上に貢献するとともに、看護職員の業務整理を進め、負担を軽減することにより看護職員の雇用の質の向上を図る。

（補助先）都道府県 （補助率）定額（1/2相当） （基準単価）328千円／か所 （対象経費）謝金等

○ 看護職員の看護業務を補助する職員の配置に対する診療報酬上の評価
→今後医療機関においては、看護職員の負担軽減や雇用創出の面からも、さらなる看護補助者の雇用

○ 医療サービスの向上面
→看護職員の業務整理を進め、看護補助者との協働・連携の強化により、看護職員の負担を軽減すべき状況

○ 安全性の担保
→看護補助者による検査室への患者移送時等に患者に異変が出現した際、適切に対処するなど安全性の担保が必要

看護補助者と
協働・連携強化

看護サービス
提供体制の強化

看護職員の
負担軽減

※患者の状態を看護職員が総合的に判断し、看護職員か看護補助者が協働・連携して行う

点滴中の患者への清拭※

点滴中の患者の移送※

（ストレッチャー、車椅子）

○ ７割以上の病院が看護補助者にさせている業務は、給食（配膳、下膳）、環境整備、リネン交換、
患者搬送、入浴介助、清潔介助、排泄ケア、中央滅菌材料室など N＝43

出典：瀬下律子、看護師業務改善の取り組みと多職種との協働の実態会委員アンケート調報告 看護部マネジメントp4-13 2008,6,15 より改変

※診療報酬上の看護補助者の業務

「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養
生活上の世話（食事、清潔、排泄、入浴、移動等）のほか、病室内の環境整
備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務を行うこと
とする。」

（平24．3．5保医発 0305 2 別添２ 入院基本料等の施設基準等 ４－（６）－イ）

＜看護職員の業務整理のイメージ＞

トリアージ

静脈注射

医療機器の管理

医療機器の管理

患者・家族への説明

患者・家族への説明

静脈注射

トリアージ

事務職員や看護補助者等
の役割の範囲

他医療職

患者の検査室等への移送※

看護職員の業務範囲 チーム医療の推
進

患者の検査室等への移送※
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